
こ
ど
も
園
等
に
通
っ
て
い
な
い
満
３

歳
未
満
の
子
ど
も
が
、
月
一
定
時
間

の
利
用
枠
の
中
で
、
保
護
者
の
就
労

要
件
を
問
わ
ず
、
時
間
単
位
等
で
柔

軟
に
こ
ど
も
園
を
利
用
で
き
る
新
た

な
制
度
で
す
。

▼
目
的

・
全
て
の
子
ど
も
の
育
ち
を
応
援
し
、

子
ど
も
の
良
質
な
成
育
環
境
を
提
供
。

・
全
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
し
て
、

働
き
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
か
か

わ
ら
な
い
支
援
の
強
化
。

▼
対
象

　

０
歳
６
カ
月
か
ら
満
３
歳
未
満
で

こ
ど
も
園
等
に
通
っ
て
い
な
い
子
ど

も▼
実
施
施
設　

町
立
こ
ど
も
園（
ひ

ま
わ
り
、
さ
く
ら
こ
ど
も
園
）

▼
そ
の
他

　

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
別
途

ご
案
内
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

広報 猪苗代  2026-2    1011    2026-2  広報 猪苗代

令
和
８
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
の
納
期
前
納
付
報
奨

金
制
度
を
廃
止
し
ま
す

　

こ
の
制
度
は
、
戦
後
の
日
本
に
お

け
る
税
金
の
早
期
確
保
と
納
税
意
識

の
高
揚
を
目
的
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
現
在
で
は
納
税
意
識
が

広
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
、
全
期
前

納
が
可
能
な
一
部
の
納
税
者
の
み
に

報
奨
金
を
交
付
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
制
度
の
適
用
税
目
が
固
定
資
産

税
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理

由
か
ら
、
限
ら
れ
た
財
源
を
多
く
の

町
民
の
皆
さ
ん
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
に

活
用
す
る
こ
と
が
、
よ
り
公
平
か
つ

適
切
で
あ
る
と
考
え
、
令
和
８
年
度

か
ら
固
定
資
産
税
に
係
る
報
奨
金
制

度
を
廃
止
し
ま
す
。

▼
全
期
一
括
納
付

　

報
奨
金
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
引

き
続
き
全
期
分
を
一
括
し
て
納
付
で

き
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
よ
る
一
括
納
付
を
期

別
納
付（
年
４
回
）に
変
更
す
る
場

合
は
、
２
月
末
を
目
安
に
ご
利
用
の

金
融
機
関
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

収
納
係

☎（
62
）２
１
１
３

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

こ
ど
も
課　

こ
ど
も
園
係

☎（
23
）４
１
０
５

一
灯
式
点
滅
信
号
機
を

撤
去
し
ま
す

　

全
国
で
は
、
交
通
事
故
を
減
ら
す

た
め
、
一
灯
式
点
滅
信
号
機
を
一
時

停
止
標
識
に
変
更
す
る
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
内
の
一
灯
式
点
滅
信
号
機
に
つ

い
て
も
撤
去
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

赤
色
点
滅
側
に
新
た
に
一
時
停
止
標

識
を
設
置
し
ま
す
。

　

交
差
点
の
カ
ラ
ー
舗
装
化
は
、
次

年
度
に
実
施
予
定
で
す
。

▼
撤
去
箇
所

字
横
マ
ク
リ
３
番
地
２
の
交
差
点

▼
撤
去
日
時
　
令
和
８
年
秋
以
降

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
係

☎（
62
）２
１
１
１

猪
苗
代
警
察
署

☎（
63
）０
１
１
０

　

令
和
８
年
４
月

か
ら
、
町
立
こ
ど

も
園
で
乳
児
等
通

園
支
援
事
業（
こ

ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
）が
始
ま
り

ま
す
。

　
「
こ
ど
も
誰
で

も
通
園
制
度
」
は
、

住民基本台帳の閲覧状況
◆国または地方公共団体の請求によるもの

閲覧日 申出者の氏名
（法人の場合はその名称および代表者氏名） 利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

令和７年
６月４日

株式会社スピードリサーチ
代表取締役　小林　教 福島県政世論調査 大字千代田に居住する満 15 歳以上の男

女

令和７年
９月９日

株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤　士朗

内閣府　孤独・孤立の実態把握
のための全国調査

字窪南、字雷、字堤、字明円、字御三壇、
字塚田、字新町、字新地、字太田西に
居住する満 16 歳以上の男女

令和７年
10 月 10 日

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

こども家庭庁　こども・若者総
合調査

大字若宮、大字蚕養に居住する昭和 60
年４月２日から平成 27 年４月１日生ま
れの男女

閲覧日 国または地方公共団体の機関の名称 請求事由の概要 閲覧に係る住民の範囲

令和７年
10 月 24 日 自衛隊福島地方協力本部 自衛官および自衛官候補生の募

集に伴う広報
平成 20 年 4 月 2 日から平成 21 年 4 月
1日生まれの日本人男女

住民基本台帳の閲覧状況をお知らせします。
【閲覧期間】
令和７年１月 1日から令和７年 12月 31日まで

◆個人または法人の申し出によるもの

【問い合わせ先】町民生活課　町民係　☎（62）2114

子
育
て

交
通
安
全

税
　
金

会津若松税務署からのお知らせ
確定申告書作成会場を開設します

●開設場所　アピオスペース１階　大会議室（会津
若松市インター西 90番地）
●開設期間　２月 16日（月）～３月 16日（月）
※土日、祝日を除く
●開設時間　午前９時 15分～午後４時

〇スマホ（またはパソコン）とマイナンバーカード
　を利用して、自宅からｅ－Ｔａｘで 24時間申告
することができますので、ぜひご利用ください。
〇申告書作成会場で相談を希望する人は、ＬＩＮＥ
によるオンライン事前予約（ＬＩＮＥアプリで国
税庁ＬＩＮＥ公式アカウントのお友だ
ち追加が必要）をお願いします。

　　当日の相談受付は、相談枠に限りが
　ありますので、オンライン事前予約を
　お願いします。
〇所得税の確定申告書の作成には、マイナポータル
　連携をご利用ください。医療費やふるさと納税な
　どの情報を申告書に自動入力することができ、申
　告書をスムーズに作成できます。
〇申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカ―
　ドを使用し、ご自身で申告書を作成、ｅ－Ｔａｘ
　により送信（提出）していただきますので、スマ
　ホとマイナンバーカードをお持ちの人は必ずご持
　参ください。
　　マイナンバーカードに設定した２種類のパスワ
　ード（注１）のほか、マイナンバーカードの電子
証明書が無効化されていないかを来場前に必ずご
確認（注２）いただきますようお願いします。

〇マイナンバーカードに設定したパスワードが分か
　らない場合や電子証明書の有効期限が過ぎた場合、
ｅ－Ｔａｘ等がご利用できません。確定申告期は、
電子証明書の更新窓口（市区町村）が混雑するこ
とも予想されますので、お早めに更新手続きをお
願いします。
（注１）利用者証明用電子証明書のパスワード（数字４桁）、
　 署名用電子証明書のパスワード（英数字６～ 16文字）
　　パスワードが不明な場合やロックされた場合、　市町村
　 の窓口またはコンビニ等で初期化が可能です。
　（注２）右下のＱＲコードからマイナンバーカード電子証
　 明書の有効性が確認できます。

　確定申告書作成会場開設期間中は、税務署に申告
相談会場は設置しておりません。

　確定申告書作成に関する一般的なご相談は、「確
定申告電話相談センター」でお答えします。
●電話番号（国税相談専用ダイヤル）
☎０５７０（００）５９０１
（音声案内に従って「０番」を選択してください）
●受付期間　１月 16日（金）～３月 16日（月）
●受付時間　午前８時 30分～午後５時
※土日、祝日を除く

税務署での対応

確定申告電話相談センター

国税庁
L I N E
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いなわしろタウンページ まちのお知らせ

②
下
水
道
等
の
供
用
開
始
区
域
以
外

で
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
こ
と

③
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
に
接
続

で
き
る
建
物
で
は
な
い
こ
と

④
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

⑤
単
独
処
理
浄
化
槽
の
場
合
は
、
初

回
申
請
か
ら
５
年
度
を
経
過
し
て
い

な
い
こ
と

⑥
11
人
か
ら
50
人
槽
ま
で
の
窒
素
と

リ
ン
除
去
型
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、

メ
ー
カ
ー
が
規
定
す
る
回
数
の
リ
ン

除
去
装
置
消
耗
品
の
交
換
を
完
了
し

て
い
る
こ
と　

ほ
か

▼
補
助
金
額

※
申
請
は
１
年
度
に
１
回
限
り

▼
提
出
期
限　
３
月
31
日（
火
）

▼
申
請
書
等

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
申
請
書
等
の

様
式
や
必
要
書
類
一
覧
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

12
月
の
燃
や
せ
る
ご
み
の

排
出
量
は
わ
ず
か
に
減
少

　

令
和
７
年
12
月
の
燃
や
せ
る
ご
み

の
排
出
量
は
３
１
９
・
41
㌧
で
、
令

和
６
年
同
月
の
排
出
量
３
２
１
・
65

㌧
と
比
較
し
て
２
・
24
㌧
、
４
月
か

ら
11
月
ま
で
の
累
計
で
は
１
０
４
・

76
㌧
の
減
量
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
今
年
度
の
減
量
目
標
で

あ
る
「
燃
や
せ
る
ご
み
２
８
０
㌧
減

量
」
の
達
成
は
厳
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。

▼
本
町
の
燃
や
せ
る
ご
み
の
排
出
量

▼
燃
や
せ
る
ご
み
を
減
ら
す
一
例

　

１
月
号
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
た

と
お
り
、
こ
れ
ま
で
固
め
た
り
キ
ッ

チ
ン
ペ
ー
パ
ー
等
に
含
ま
せ
て
燃
や

せ
る
ご
み
と
し
て
出
し
て
い
た
「
て

ん
ぷ
ら
等
の
揚
げ
物
で
使
用
し
た

油
」は
、「
家
庭
系
廃
食
用
油
の
回
収
」

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
ご
み
を
減
ら

せ
る
だ
け
で
な
く
、
手
を
汚
さ
ず
に

処
分
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

燃
や
せ
る
ご
み
の
減
量
に
は
、
町

民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
ご
理
解
と

ご
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
引
き
続
き
、

燃
や
せ
る
ご
み
の
減
量
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

燃
や
せ
る
ご
み
に
大
量

の
金
属
片
が
含
ま
れ
て

い
ま
し
た

　

本
町
の
燃
や
せ
る
ご
み
を
焼
却
処

分
し
て
い
る
ご
み
焼
却
場
（
会
津
若

松
市
）
で
、
焼
却
後
の
灰
の
中
か
ら

大
量
の
金
属
片（
燃
や
せ
な
い
ゴ
ミ
）

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
焼
却
炉
の
故
障
の
原

因
と
な
る
の
で
、
燃
や
せ
る
ご
み
以

外
は
絶
対
に
出
さ
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

環
境
係

☎（
62
）２
１
１
４

浄
化
槽
維
持
管
理
事
業

費
補
助
金
の
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く

　

町
で
は
、
猪
苗
代
湖
を
は
じ
め
と

す
る
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
の
た

め
、
浄
化
槽
を
適
正
に
維
持
管
理
し

て
い
る
人
に
対
し
、
そ
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
要
件

①
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
「
保
守
点
検（
県
登
録
業
者
に
委

託
）」、「
清
掃（
町
許
可
業
者
に
委

託
）」、「
11
条
法
定
検
査（
県
指
定

検
査
機
関
実
施
）」
の
３
つ
を
全
て

完
了
し
て
い
る
こ
と

▼
そ
の
他

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
補
助
金
額
は
、

少
人
数
高
齢
世
帯（
満
65
歳
以
上
の

者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
、
世

帯
員
数
が
２
人
以
下
か
つ
主
た
る
生

計
維
持
者
の
所
得
が
１
８
９
万
６
千

円
以
下
の
世
帯
）に
該
当
す
る
場
合
、

５
千
円
か
ら
８
千
円
が
増
額
さ
れ
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

下
水
道
係

☎（
62
）５
６
３
３

統
計
調
査
員
を
募
集

し
て
い
ま
す

　

町
統
計
調
査
員
協
議
会
で
は
、
国

が
実
施
す
る
統
計
調
査
に
調
査
員
と

し
て
業
務
に
従
事
で
き
る
人
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　

統
計
は
、
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る

と
て
も
重
要
な
デ
ー
タ
で
す
。
行
政

施
策
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
広
く
一

般
に
公
表
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究

に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
統
計
法
に
基
づ
き
、
調

査
対
象
の
世
帯
や
事
業
所
を
訪
問
し
、

調
査
票
の
記
入
依
頼
や
回
収
、
点
検

整
理
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
協
議
会
で
は
、
調
査
員
の

資
質
向
上
と
交
流
を
目
的
と
し
て
研

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

　

人
権
擁
護
委
員
と
行
政
相
談
委
員

に
よ
る
合
同
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

３
月
６
日（
金
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場

役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他　
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

３
月
議
会
が
始
ま
り
ま
す

　

町
議
会
の
本
会
議
は
一
般
に
公
開

さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
議
場
は
役
場

３
階
で
す
。
児
童
・
乳
幼
児
は
、
許

可
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
開
会
予
定
日　
３
月
３
日（
火
）

※
一
般
質
問
は
９
日（
月
）、
10
日

（
火
）の
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局　

議
事
係

☎（
62
）５
６
６
６

修
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
主
な
要
件

①
20
歳
以
上
の
人
で
、
責
任
を
も
っ

て
統
計
調
査
を
遂
行
で
き
る
健
康
な

人②
税
務
、
警
察
、
選
挙
に
直
接
関
係

の
な
い
人

③
秘
密
保
護
を
遵
守
で
き
る
人

▼
身
分
と
報
酬

　

統
計
調
査
員
は
、
統
計
調
査
の
都

度
、
国
ま
た
は
県
が
任
命
す
る
非
常

勤
の
公
務
員
で
す
。
調
査
活
動
の
報

酬
は
、
法
律
や
条
例
に
基
づ
き
、
調

査
の
種
類
や
活
動
日
数
な
ど
を
基
に

支
払
わ
れ
ま
す
。　

▼
年
会
費
　
３
千
円

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
係

☎（
62
）２
１
１
２

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
行
政
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

２
月
18
日（
水
）

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場

役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

募
　
集

家
庭
ご
み

12 月 累計
（４～11月）

令和７年度 319.41 3,216.73

令和６年度 321.65 3,321.49

増　減 ▲ 2.24 ▲ 104.76

前年比 99.30％ 96.85％

単位：㌧

合併処理浄化槽 単独処理
浄化槽窒素リン除去型 左記以外

５ 17,000 円 10,000 円 6,000 円
６～７ 20,000 円 13,000 円 8,000 円
８～ 10 25,000 円 16,000 円 10,000 円
11 ～ 20 33,000 円 － －
21 ～ 30 50,000 円 － －
31 ～ 40 67,000 円 － －
41 ～ 50 84,000 円 － －

人槽
種類

相
　
談

補
助
金

焼却炉の中の燃え残った金属片焼却炉の中の燃え残った金属片

町民生活課窓口カウンター前に回収ボ
トルなどが備え付けてあります

議
　
会

ここから下は広告欄です。お問い合わせは直接広告主にお願いします

　町では、「広報猪苗代」に掲載する有料広告
を募集しています。事業所の宣伝、広告などに
ぜひご活用ください。手続きや料金など、詳し
くは下記にお問い合わせください。

問総務課　秘書広報係　☎（62）2111

有料広告募集中


